
 公　告

 　　雑踏警備業務１級検定の実施について

　警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第２３条第１項に規定する検定を次のとおり

実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安委員会規則第２０

 号）第７条の規定に基づいて公示する。

     　　令和７年５月１日

                 　　　　　　　　            　　　山梨県公安委員会

                            　　　　　        　　 委員長　飯室　元邦

 １　検定を行う警備業務の種別、級、実施日時及び定員

 　　雑踏警備業務１級検定

 実　施　日　時 定員

 学科試験 令和７年　９月２７日（土）午前８時３０分から正午まで １５人

実技試験 令和７年１０月１１日（土）午前８時３０分から正午まで

 ２　実施場所

 　　南アルプス市下高砂８２５番地　山梨県総合交通センター

 ３　検定の内容

 　　次の科目について学科試験及び実技試験を行う。ただし、実技試験は、学科試験の

 　合格者に対してのみ行う。

区　　分 科　　　　　目

 学科試験 ○　警備業務に関する基本的な事項

 ○　法令に関すること。

 ○　雑踏の整理に関すること。

 ○　雑踏警備業務の管理に関すること。

○　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合に

おける応急の措置に関すること。

 実技試験 ○　雑踏の整理に関すること。

 ○　雑踏警備業務の管理に関すること。

○　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合に

おける応急の措置に関すること。

 ４　受検資格

　　山梨県内に住所を有する者又は山梨県内の営業所に属する警備員であって、次のい

 　ずれかに該当するもの。

 (1)　雑踏警備業務２級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該

 　　合格証明書の交付を受けた後、雑踏警備業務に従事した期間が１年以上であるもの

 (2)  都道府県公安委員会が（１）に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有する者と



 　　認めるもの

 ５　受検手続について

  (1)　受検の事前予約

　　　検定を受けようとする者は、令和７年６月１９日（木）及び同月２０日（金）の

午前９時から午後５時（正午から午後１時を除く。）までの間に山梨県警察本部生

活安全部保安課許認可管理室（予約専用電話０５５－２２３－７０１５）宛てに電

話し、予約番号を取得すること（電話１回につき１人の受付とし、予約専用電話以

 外での受付は行わない。）。

 　　　なお、先着順に受け付け、定員に達した時点で受付を締め切る。

  (2)　受検の申請

 　    前記（１）の予約番号を取得した者は、次により検定の申請手続きを行うこと。

   　ア　申請受付期間

     　 令和７年６月２６日（木）から７月２日（水）までの午前９時から午後４時

 （正午から午後１時を除く。）まで（土・日曜日は除く。）

 　　イ　申請受付場所

　　　　山梨県内の住所地を管轄する警察署又は申請者が山梨県内の営業所に属する警

 備員である場合には、当該営業所の所在地を管轄する警察署

 　　　　なお、郵送や宅配による申請は受け付けない。

 　　ウ　提出書類

    　(ｱ)  検定申請書１通

     (ｲ)  写真２枚（申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦

の長さ３．０センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その

 裏面に氏名と撮影年月日を記入したもの）

  　 (ｳ)　山梨県内に住所を有する者は、住所地を疎明する書面（住民票等のコピー）

又はその者が山梨県内に所在する営業所に属する警備員であることを疎明する

 書面（営業所所属証明書）１通

　　 (ｴ)　山梨県外に住所を有する者は、その者が山梨県内に所在する営業所に属する

 　　　　警備員であることを疎明する書面（営業所所属証明書）１通

     (ｵ)  ４の（１）に該当する者にあっては、２級検定に係る合格証明書の写し及び

　　　　雑踏警備業務に従事していたことを証明する警備業者等が作成する警備業務従

　　　　事証明書各１通。ただし、警備業者が既に廃業しているなど、警備業務従事証

　　　　明書を提出することができない場合には、当該事情を疎明した上で４の（１）

 　　　　に該当することを誓約する書面（誓約書）及び履歴書を提出すること。

 　　 (ｶ)  ４の（２）に該当する者にあっては、１級検定受検資格認定証の写し１通

 　　(ｷ)  代理人が検定申請書を提出する場合は、本人からの委任状 



 　　エ　検定手数料

　　　　検定申請書を提出する際に、検定手数料として、１３，０００円を山梨県収入

 証紙により納付すること。

 　　　　なお、納付した検定手数料については、いかなる理由があっても返還しない｡

 ６　受検票の交付　

　　受検票は、検定申請書を提出した警察署を通じて交付するので、検定当日に持参す

 ること。

 ７　問合せ先

　　山梨県警察本部生活安全部保安課許認可管理室（電話０５５－２２１－０１１０内

 　線７１１－６３２）に行うこと。


